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消防法第７条の規定に基づく建築物の確認等に対する消防同意 電子申請要領 

 

１．「消防法第７条の規定に基づく建築物の確認等に対する消防同意」申請フォー

ム画面にアクセスする 

 

申請先に該当する区の申請フォームにアクセスしてください。 

 

２．「名古屋市電子申請サービス」へログインする 

 

申請フォーム画面へアクセスすると、以下のような画面が現れ、ログインを求められます。 

 

電子申請をするためには、Graffer アカウントを作成する必要がありますので、次ページに従

い、アカウントを作成してください。 

 

また、アカウントを登録せずにメールアドレスの確認のみで申請することも可能ですが、一時

保存や申請履歴の確認など一部の機能は使えません。 
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①まずは Graffer アカウントの新規登録を行ってください。 

 その際に「メールアドレス」及び「パスワード」を設定します。 

 

②Graffer アカウント登録後、任意の方法でログインしてください。 

 ログインの際、①で設定したメールアドレスとパスワードの入力を求められます。 

 

※ パスワードを忘れた場合、各サービスのログイン画面にてパスワードの再設定が可能です。 

① 

② 
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３．入力フォームへ必要事項を入力し、申請 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「利用規約に同意する」にチェックを入れ、

「申請に進む」をクリックしてください。 

申請者情報についての必須項目を 

入力してください。 
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申請図書の情報についての必須項目を 

入力してください。 

内容を確認し、誤りがなければ、

「一時保存して、次へ進む」を 

クリックしてください。 
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添付ファイルはｐｄｆ形式または

zip 形式としてください。 

申請内容を確認し、誤りがなければ

「この内容で申請する」をクリック

してください。 

内容を確認し、誤りがなければ、

「一時保存して、次へ進む」を 

クリックしてください。 

1 ファイルに１０MB 以上は添付

できません。 
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申請が完了すると、以下のような画面が表示されます。 

申請内容を確認する場合は、こちらをクリックしてください。 

「申請内容はこちら」をクリックすると、以下のような画面が表示されます。 

画面内容からは申請内容の確認のほか、申請の取り下げや、同申請情報をもとに

新たに申請することができます。 

対応ステータスが「受付済」であれば、

「申請を取り下げる」をクリックする

ことで、申請の取下げができます。 

消防機関が「処理中」ステータス等に

変更すると、同画面から申請の取下げ

ができなくなります。 

「この申請をもとに新規申請」をクリック

すると、指定確認検査機関の情報の入力項

目が入力された状態で、申請を行うことが

できます。 

タブ選択で「申請基本情報」と「申請

内容」が確認できます。 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．処理状況の確認 

  消防機関が申請に対して交付物を発行した場合、以下のような「交付物発行のお知らせ」 

メールが登録アドレスに届きます。 

メール本文の URL より、交付物をダウンロードしてください。 

  

アカウント作成の際に登録したメールアドレスに、以下の「申請受け付けのお知ら

せ」メールが届きますので、同メールに掲載されている URL からも申請内容確認画

面へアクセスすることができます。 
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・申請に対し同意とした場合、左図のような

「消防同意通知書」を発行します。 

 

・申請に対し不同意とした場合、郵送により

「建築確認等申請不適合通知書」を送付し

ます。 

 名古屋市電子申請サービスによる交付物

の発行はいたしません（「交付物発行のお

知らせ」メールについても届きません）。 

 

交付物が交付されると、消防機関が完了処理を行いますので、以下の

「処理完了のお知らせ」メールが登録アドレスに届きます。   

以上で、手続きは完了です。 
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５．申請を取り下げる場合 

  消防同意通知書交付後の取下げ等については、名古屋市建築基準法施行条例（平成 12 年

名古屋市条例第 40 号）第 9 条に基づき、必要な手続きを行ってください。 

 


